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第２８回 国立市まちづくり審議会会議録 

 

日  時 

場  所 

議  題 

 

 

 

 

出席委員 

（敬称略） 

 

 

令和５年１１月８日（水）午後６時３０分～午後８時００分 

国立市役所 地下１階食堂跡地 

１ 諮問：まちづくりの推進に関する事項について 

  ①沿道のまちづくりのあり方について 

 

２ その他 

 

大木委員、石川委員、田邉委員、渋谷委員、佐伯委員、 

田中委員、大川委員、小澤委員 

 

事 務 局     

 

傍 聴 者     

北村都市整備部長、町田都市計画課長、秋山指導係長、落合主事、土田主事 

 

０名 
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第２８回 国立市まちづくり審議会 

 

田邉会長代理 ： 皆さん、こんばんは。定刻になりましたので、ただいまから第２８回国立市まち

づくり審議会を開催いたします。 

 皆様には御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日は、福井会長が不在につきまして、まちづくり条例第５６条第３項に基づき、私

のほうで職務を代行いたします。相変わらず慣れないところがあると思いますけれども、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、事務局より新任の委員の御紹介をお願いいたします。 

事務局  ： 新任の委員を２名御紹介させていただきます。 

 まず、新任ということで、農業委員の改選に伴いまして、新たに農業委員会から御推

薦をいただきました佐伯委員です。 

佐伯委員 ： こんばんは。佐伯です。よろしくお願いします。 

事務局  ： 続きまして、前回欠席でしたので、本日改めて御紹介をさせていただきます。市民委

員の小澤委員です。 

小澤委員 ： 小澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ： 以上となります。どうぞよろしくお願いします。 

田邉会長代理 ： ありがとうございました。 

 それでは、議事に入らせていただく前に、市側を代表しまして、都市整備部長から御

挨拶をいただきます。 

事務局  ： こんばんは。よろしくお願いします。本日は御多忙のところ、第２８回の国立市まち

づくり審議会のほうに御出席いただきまして、本当にどうもありがとうございます。日

頃より国立市政に御指導、御協力いただきますことを、改めて感謝申し上げます。どう

もありがとうございます。 

 さて、本日の審議会につきましては、前回諮問させていただきました「沿道のまちづ

くりのあり方について」を引き続き御審議いただきたいと考えております。後背地を含

めました沿道のまちづくりのあり方については、前回、様々な御意見をいただいたとこ

ろでございますけれども、引き続き、ぜひ皆様のお声を聴かせていただけたらと思って

おります。 

 以上になります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

田邉会長代理 ： どうもありがとうございました。 

 委員の出席状況でございますけれども、現時点で福井会長、松本委員、西村委員、荒

井委員、鶴田委員から欠席の御連絡を受けております。 

 ただいまの出席数は８名ということになります。したがいまして、条例第５６条第５

項の規定に基づき、過半数に達しておりますので、これより会議を進めさせていただき

ます。 

 それでは、まず、事務局から審議に先立ち、説明しておきたいことがあるとのことで

すので、お願いいたします。 

事務局  ： 事務局から２点ございます。１点目が利益相反についてです。本日初めての委員さん
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がいらっしゃるので、改めてお伝えさせていただきます。こちらは事業案件を審議する

際の注意点になります。当審議会では、様々な事業案件を取り扱いますので、案件によ

っては委員自身が事業主であったりとか、あるいは親族が事業主というケースもあるか

と思います。まちづくり審議会は中立的な第三者機関でございますので、審議案件が自

身の利害に何らか関わる場合には、その案件の審議については御遠慮いただきたいと考

えております。何をもって利害関係者とみなすかにつきましては、明確な線引きはして

おりませんけれども、御自身または御自身と関係性が強い方が事業に関わる場合には、

事務局まで御相談をいただけますと幸いでございます。 

 続きまして、２点目です。こちらが資料の取扱いについてです。こちらも毎度のこと

となりますが、御説明させていただきます。審議会の会議資料には個人情報や法人情報

に近い内容が含まれている場合もあり、未決定の建築計画の図面を取り扱います。明ら

かな個人情報は黒塗りさせていただきますが、基本的には会議の中だけで使用する資料

となります。委員の皆様には、外部に会議資料の情報等が流れないように、資料の取扱

いには十分御注意いただきたくお願い申し上げます。 

 特に具体的な建築計画の資料は、その案件が終了しましたら破棄していただくようお

願いします。会議後、テーブルの上に資料を残していただければ、市で回収して破棄し

ます。または御自身でシュレッダーのほうをお願いします。また、時折メール等で資料

のデータをお送りすることもあります。その際のデータ等につきましては、会議終了後

に削除していただくようお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

田邉会長代理 ： よろしいでしょうか。 

 本日の議題ですけれども、議題１が諮問、まちづくりの推進に関する事項についてと

して、沿道のまちづくりのあり方について、議題２がその他ということで計２件。 

 終了時刻は午後８時頃を予定しております。 

 それでは、事務局から本日の配付資料を確認していただきたいと思います。 

事務局  ： それでは、配付資料を確認させていただきます。配付資料につきましては、事前にお

送りをさせていただきました。初めに、開催通知になります。議事日程のほうがお送り

が遅れていたので、本日、机の上に置かせてもらっていますけれども、議事日程です。

それから、議事日程の裏に資料一覧が載っております。 

 続いて、資料１として、「沿道のまちづくりのあり方に関する意見の集約」というこ

とで、Ａ３で３枚のものです。それから参考資料１として、「沿道のまちづくりのあり

方について」、こちらは前回配付したものを今回参考資料としておつけしております。

続いて、参考資料２として、「大規模行為景観形成基準」、こちらも前回おつけしたも

のを参考としておつけしております。 

 続いて、机の上に置かせてもらいましたけれども、当日配布資料１として、「沿道の

まちづくりのあり方について（まとめ）」と頭についているもの、それから当日配布資

料２として、委員名簿となっております。 

 資料につきましては以上でございます。配付資料に不足等がございましたら、御用意

をさせていただきますが、いかがでしょうか。大丈夫ですね。 
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田邉会長代理 ： 資料に不足はないようですので、次に、本日の審議会の公開について確認させて

いただきます。個別具体的な議論をする際には、部分的に非公開とすることも想定され

ますが、今回は非公開とする情報等は含まれておりませんので、公開する形で進めるこ

とで御異議ありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

田邉会長代理 ： ありがとうございます。異議なしということですので、本日の審議会は公開とさ

せていただきます。 

 それでは、議題１、諮問、まちづくりの推進に関する事項についてとして、沿道のま

ちづくりのあり方についてです。 

 事務局から資料の説明をお願いいたします。 

事務局  ： それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 最初に、前回出席されていない委員さんもいらっしゃいますので、資料説明に入る前

に、諮問の趣旨を改めて御説明させていただきます。大学通り、旭通りから富士見通り

につきましては、国立の顔となる通りです。沿道の多くが商業地域または近隣商業地域

となっておりまして、高い建物を建てることが可能な地域となっております。駅周辺と

いうのは、結構な高さのものが建っているんですけど、駅から少し離れた場所について

は、高さが控え目な状況だったかと思います。 

 近年、そうした場所で相続等で土地の所有が変わると、新たに土地を取得した事業者

というのが高い建物を建てるケースが増えてきたということで、そうしたことの中で、

今のまちなみがいいという近隣住民と、法律には適合しているじゃないかという事業者

とで意見の相違とか対立というのが起きているというのがありました。そういったこと

をどうにかしていきたいねということで、沿道のまちづくりのあり方について、審議会

に意見を賜るために諮問をさせていただいたというところでございます。 

 その諮問に当たりまして、特に市のほうからは都市計画と景観の整合性についてとい

うことと、それから今年度、景観のガイドラインのほうの作成を進めておりますので、

ガイドラインの規定要件ということで、主に２つの観点から御意見を賜りたいというこ

とでお願いをさせていただきました。こちらが諮問の趣旨になります。 

 続きまして、資料説明のほうに入らせていただきます。まず、資料１を御覧ください。

Ａ３のものになります。Ａ３、３枚ですかね。こちらが前回議論をいただいて出た意見

を事務局でまとめたものになります。表の見方ですけれども、一番左にナンバーがつい

ておりまして、全部で３１項目になっております。ナンバーの右隣にあるのが意見の内

容です。基本的には議事録から抜粋だったり、少し事務局で合算させてもらったりとい

うのはあるんですけど、大きく３１項目になりましたということでした。 

 その右側にあるのが、どのような意見に分類できるかということで、都市計画と景観

の整合性というところなのか、あるいはガイドラインの規定要件、どちらなのかという

ことで分けさせてもらった中で、都市計画と景観の整合性については、さらに３つに細

分化しております。こちらの分け方については、一旦、事務局の主観で分類をさせてい

ただいておりますので、こうじゃないとかというのはあるかもしれないんですけど、一

旦、そういう整理をさせていただいております。こちらが資料１になります。 
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 続きまして、参考資料１を御覧ください。こちらは前回の審議の際にお配りしたもの

ですけれども、３つの沿道についてまとめた資料になります。こちらも本日の議論の参

考になるかと思いましたので、再度お配りをしております。 

 続きまして、参考資料２を御覧ください。こちらも前回の審議の際にお配りしたもの

ですけれども、大規模行為景観形成基準になっております。こちらも必要に応じて御活

用いただければと思います。 

 続きまして、当日配布資料１になります。こちらは、前回の議論を踏まえて、もし答

申だったらこんな形になるのではないかということで、答申のたたき台として御活用い

ただければということで、事務局で整理をさせていただいたものになります。 

 構成のほうを簡単に御説明させていただきます。まず、最初、前文のほうがありまし

て、こちらは諮問に対してどのような議論を行ってまとめたのかということを記載して

おります。 

 続いて、大きな１番として諮問事項、それから２番目が答申の中身になっております。

中身につきましては、大きく都市計画と景観の整合性、それからガイドラインの規定要

件の２点に分かれております。 

 まず、大きな２番の（１）①です。通りの現状については、本日、参考資料１として

お配りしている内容、市のほうで整理した内容を記載したというものになっております。 

 続きまして、２ページ目です。②都市計画につきましては、沿道における国立の都市

計画の特徴と、それから建物の高さが上がってしまう。どうしてそういうふうに上がっ

てしまうのかということについて記載をしておりまして、仮に都市計画に課題があるの

であれば、それは都市計画で解決を図っていく必要があるということで、今のところ整

理をさせてもらっています。 

 続いて、３ページ、③です。景観については、国立の景観は、国立に愛着を持つ市民

の自制心によってつくられてきたということと、自制心だけでは景観を守っていくこと

はできないよねということと、地域特性を踏まえた取組が必要ではないかということで

記載をしております。 

 続いて、４ページ、④では、課題の解決方法というのは、地区計画が一番いいとしつ

つも、そういったことをやるに当たって、現状、市民の理解が足りていない部分があっ

て、その要因は何なのかというと、市の方針が少しあやふやな書き方をしているところ

があるのではないかとか、あるいは市の市民に対する説明が足りていないのではないか

ということを記載しております。ですので、そのためには、市民に対して行政のほうが

しっかり説明をしていくとか、あるいは意見交換というのをきちんとやっていく中で、

まちづくりの方針などを市民としっかりと共有していく必要があるということにしてい

ます。その上で、ただ、こういった共有とか合意形成というのは、どうしても時間がか

かるので、短期的にはというところでガイドラインとか、それから大規模行為景観形成

基準など、すぐできることがあるかと思いますので、そうしたことを併用しながら進め

ていくのがいいのではないかという形でまとめております。 

 続いて、５ページ、（２）ガイドラインの規定要件ですけれども、こちらにつきまし

ては、今の景観形成基準の中に、項目として地域性という考え方がないので、地域性の
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概念を取り込んだほうがいいんじゃないかということと、それから同じ通り、富士見通

りとか旭通りという通りを見た中でも、場所によって状況って異なるので、それを一緒

くたに語るのではなく、例えばゾーニングなんていう考え方を取り込んでいったほうが

いいだろうということと、あとガイドライン作成に当たって、市民の意見を広く取り入

れてほしいということで、一旦整理をさせていただきました。これはあくまで前回出た

意見の中で整理するとこうなるよねということで事務局でまとめた、たたきとして作ら

せていただいたものですので、もしよろしければ、これを踏まえて今日御議論いただけ

ればと考えております。 

 説明は以上となります。 

田邉会長代理 ： ありがとうございました。 

 本件は、前回議論した沿道のまちづくりのあり方についての続きということになりま

す。前回の議論が時間の関係もあって、やや物足りなさがありましたので、まずは資

料１の内容確認も兼ねて、少し議論の時間を取りたいと思います。そちらの議論が終わ

りましたら、事務局が前回の議論を基に、本日、当日配布資料１ということでまとめて

くれましたので、その内容を確認いただいて、整理をしていただきたいと思います。 

 答申については、こちらをたたき台として、本日は構成、あるいは入れ込む内容を確

定させて、次回きちんと文言整理をされたものを皆さんと確認してまとめたいと思って

おります。本件は、施策に対する諮問ということで、通常の事業案件に関する諮問とは

異なりますので、文言についても一つ一つきちんと吟味して答申にする必要があるかと

考えております。いつもより一手間かかりますけれども、このような形で進めていきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

田邉会長代理 ： ありがとうございます。 

 事務局のほうもそれでよろしいでしょうか。 

事務局  ： はい。大丈夫です。 

田邉会長代理 ： それでは、資料１についてです。こちらの内容について、あるいはそれ以外でも

結構ですので、補足の意見、追加の御意見などがある方は挙手をお願いいたします。も

ちろんこの資料に基づいてということでもよろしいですし、前回出ていなかった意見と

いうことでも結構ですけれども、いかがでしょうか。 

大木委員 ： いま一度、前回も説明いただいていたとは思うんですけど、もう一回教えていただき

たいんですが、前回、今回の議論の最終的なアウトプットに位置づけられているガイド

ラインの位置づけなんですけど、大規模行為景観形成基準を解説するためのものである

という理解でよろしいですか。 

事務局  ： 位置づけとしては、大きなところからいきますと、まず、景観形成条例があるんです

ね。景観形成条例に基づいた景観づくり基本計画をつくるということになっているのが

あるのと、それと別に大規模行為景観形成基準をつくりましょうということがあるんで

す。条例の中で、その２つをつくりましょうというのがあるんですね。ガイドラインは、

基本的には景観づくり基本計画にひもづく形で構成されています。ただ、そのガイドラ

インで何を解説するかというと、基本的には大規模行為景観形成基準のお話になってく
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るのかなというふうな整理をしております。 

大木委員 ： というのは、景観計画がありますよね。 

そこの内容と、今、議論しようとしているガイドラインの内容というものの整合性と

いうか、違うことを言ってもよくないはずなので、何かその辺の取り合いというんです

かね、そういうところというのはどういうふうに考えればいいのかなというのがちょっ

と気になったんです。 

事務局  ： それでいきますと、景観づくり基本計画というのは、景観に関する大きな市の考え方

とか、地域性も入っているので、それをどうしても基本計画なので少し抽象的に語って

いるところがあるんですね。大規模行為景観形成基準というのは具体的な項目、建物は

外壁をそろえましょうとか、高さ、まちなみを合わせましょうとか、色は周辺に調和し

ましょうとかという形で、かなり具体的な項目を書いているんです。ただ、具体的な項

目が書いてあるんですけど、項目がすこし少ないということがあるのと、地域性が考慮

されていないので、それをどう整合していくかというところでいくと、今、市の考えと

しては、大規模行為景観形成基準を、まずしっかり基本計画と整合性を取った中でガイ

ドラインを作らないといけないんじゃないかと考えております。 

大木委員 ： 分かりました。ありがとうございます。 

田邉会長代理 ： 具体的な枠組みとして、大規模行為景観形成基準のほうは市全域を１つの基準で

見ているというところがあるので、基本計画の中で分類した地域区分だとか、都市計画

の観点もすり合わせながら、より具体的な事業に対する景観配慮などを求めるガイドラ

インを策定していくというような方向だと思います。 

 そのほか、確認、御意見等いかがでしょうか。 

 前回意見の整理ということでいうと、都市計画、景観まちづくりというような分類の

中で、複数に関わっている御意見もありましたし、どちらかというと、まちづくりの進

め方とか、合意形成のあり方のようなところで御意見を頂いている部分もありましたけ

れども、言い足りなかったこと、あるいは今回まとめていただいた資料が意見の趣旨と

少しずれているのではないかというようなところがあれば御指摘いただきたいと思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

田中委員 ： 資料１について、一つ一つ説明したほうがいいかなと思ったんですけど。 

田邉会長代理 ： どうしましょうか。 

全ての意見をここで再度説明というのは少し難しいと思いますので、資料１のまとめ

方については、大きく１ページ目の前半部分のところで都市計画のかなり広範囲にわた

る部分の意見、それから１ページの中段のところで景観に関わる意見、後段のほうは、

どちらかというとまちづくりの進め方とか、そういったところの意見というのが集約さ

れているのかなと思いますけれども、その中で、どうしましょうか。主立った意見とか、

前回議論の中心になっていた意見というのを、簡単に振り返っていただくということは

できますかね。 

事務局  ： はい。そうすると、割と答申のたたきってこんな感じじゃないでしょうかという議論

に行きそうな気がしているので、今、そこまで行っていいのかというのは、少し引っか

かっていることではあるんですけど。 
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田邉会長代理 ： 今、議題１の答申のたたき台ということでまとめていただいている資料がこの順

番と比較的近くて、通りの現状について、それから都市計画について、景観について、

まちづくりの進め方についてということでまとめていただいています。資料１の分類の

ものがこちらに集約されて文言になっているわけですけれども、基本的には、確認した

ところ、資料１の趣旨は、今回の当日配布資料の中には反映されているんですけれども、

反映されているかどうかということ以前に、まず、言い足りなかったこと、不足してい

ること、あるいはこの意見のまとめ方の趣旨が間違っているところというのを確認する

といいのかなと思います。ただ、田中委員の御指摘のように、それぞれかなり専門的で

すし、この審議会の中でも議論を重ねてきて、ここに至っているということもあって、

どうしましょうか。 

石川委員 ： この番号の切り分けは、これはどのような単位になっているんですか。誰かの発言と

いうことですか。 

事務局  ： 基本的には誰かの発言ではあるんですけど、いろいろなことを１つの発言の中で述べ

ているのがあったので、それを少し分けさせてもらったのと、違う人の発言なんだけど、

言っていることは一緒であるというものは事務局の中でまとめさせていただいています

ので、発言そのものではないというものもあるかと思います。 

石川委員 ： 皆さんが発言された中から意味のあるまとまりというか。 

事務局  ： それを事務局のほうで抽出させてもらって、大きな項目ごとに仕分けを行って、それ

を右側で示しているということでございます。 

石川委員 ： それをその意見の対象で分けると大きく３つに分けられて、ゆえにこの答申はこんな

ことになるんじゃないでしょうかという話なんですね。 

事務局  ： さようでございます。 

石川委員 ： 分かりました。 

大木委員 ： 沿道のまちづくりで、前回は富士見通りと旭通りで議論したじゃないですか。そこに

ついてのガイドラインだけを作る。 

事務局  ： ガイドラインは市域全域が対象になっています。 

大木委員 ： ですよね。そういう話ですよね。そうすると、ここでは通り沿いのことしか話をして

いないんですけど、その他のエリア、いろいろなエリアがあると思うんですが、その他

については、また別途議論するということになるという意味ですか。 

事務局  ： 今回、諮問はあくまでも沿道のまちづくりについてがメインテーマであって、同時並

行でガイドラインもやっているので御議論いただきたいということで載せているので、

他の地域を別途、例えば機会を改めて諮問して議論していきましょうということではな

いんです。今のところそこまでは考えていなくて、でもやっぱりどうしても３つの沿道

のところがいろいろ御意見が出ることが多いので、そこについて考えていきたいという

趣旨でございます。 

田邉会長代理 ： ただ、ガイドライン自体は確認をさせていただいたり、審議会の意見を反映して

いただく機会というのは設けていただけるということですね。 

事務局  ： そうですね。次回以降で、またこの件は別途議論をさせていただく機会は考えており

ます。 
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大木委員 ： というのは、沿道で起こっていることに対する対策をやらなければいけない、やった

ほうがいいという話と、ガイドラインに盛り込むべき項目って合致しないと思うんです

よね。そこが少し自分の中では理解ができてなかったのがずっとあって、というのは、

前回の議論では完全に沿道の今起きていることに対して、どう対処すべきかという議論

だったと僕は認識していて、なので、ガイドラインというよりかは、都市計画的な話と

か、いや、もっと実はこうなるんだよという説明会をしたほうがいいんじゃないかとか、

市民の人にもっと理解してもらうためにという、ガイドラインに収まらず、いろいろな

方策であったり、プロセスであったりというものをやっていかないと、今、起こってい

ることに対しては対処できないということだったと思うんですよね。 

事務局  ： あくまでも今回、沿道のまちづくりのあり方で聞いていますので、ガイドラインに沿

道の考え方を入れるとしたら、こういうことじゃないでしょうかというところで御整理

いただければと。ガイドライン全体の話をしてしまうと、それは諮問からずれてきてし

まうので、あくまで沿道というところと沿道に対してのガイドラインということで、沿

道のためのガイドラインを作るわけではないんですけれども、そういうふうに整理をし

ていただければ。 

田邉会長代理 ： ちょうど策定時期も重なっているので、であれば、できるだけ早く動き出せるよ

うにガイドラインに反映できるところを反映しておこうという感じですね。 

事務局  ： さようでございます。 

大川委員 ： ちょうど聞いていただいてよかった。僕も同じ疑問があって、沿道のまちづくりのあ

り方についてということだけ書いてあるんですよね。これ読んでいたら、国立らしさと

か、地域性とかというのを謳うためには、それだけでは足りないなという気がしていた

んですよね。結構大きなものとしては、これから起こるであろう富士見台の団地の建て

替えとか、あの辺がベースになっていて、国立らしさというのもあるかなと思っていた

ので、それは今回、話題に上っていないんだけど、どうなのかなと少し思っていたんで

す。 

事務局  ： 今回の諮問の趣旨とは、少しずれるので、また別の機会で御意見を頂く場を設けさせ

ていただきますので、そこでお願いできればとは思っております。 

渋谷委員 ： いいですか。 

田邉会長代理 ： 渋谷委員、お願いします。 

渋谷委員 ： 稚拙の質問だったら恐縮なんですけど、先ほど当日配布資料４ページの御説明いただ

いたときに、市民に対して説明が足りなかった部分があるという説明があったんですけ

れども、そもそも説明が不足していただろう対象者というのが絞られているかどうかが

聞きたかったですね。後背地というんですか、影響を受けるような人、直ちに影響を受

けるような人が富士見通りと旭通ろで各２０件ぐらいなんじゃないかなと思うんです。

そういう方に対しての説明が足りなかったということであれば、大体どれぐらいなのか

なというのが少し疑問、対象者は何人ぐらいに対して説明不足だったという、そういう

カウントというのはされているかどうかですね。 

事務局  ： それでいくと、特にそういったカウントはしていないんですけれども、例えばこうい

った計画系、例えば都市計画マスタープランであったりとか、景観づくり基本計画なん
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かを策定するときには、市民向けにそういった説明会という場を設けるんですね。その

説明の前に市報だったりホームページで、そういった説明会を何回か開催するので、ぜ

ひお時間ある方は来てくださいという形で周知はさせていただきますし、あと計画がで

きれば、計画ができましたということで議会への報告であったりとか、ホームページな

んかでの周知はさせていただいているんですね。けど、やっぱりみんながみんな市報を

見ているわけじゃないし、ホームページを見ているわけじゃないし、かといってチラシ

を作って全世帯に配ればいいのかというと、それは結局、市報でお配りしているじゃな

いですかという話になるので、そういうことはないんですけれども、市としては、今で

きる範囲できちんとそういう周知はさせていただいているんです。 

 あと、都市計画的な話になりますと、影響を受ける地域については、もっと具体的に

説明会の御案内みたいなものを郵送だったり、ポスティングということをさせてもらっ

て、事前にそういった機会を設けさせてもらっているんですけど、とはいえ、みんなが

みんな来れるわけじゃないし、聞けるわけじゃないということの中で、結果的に聞けな

かった方が後になって知らなかったということが往々にしてある話であったり、あるい

はずっと前に決まったことで、何十年も前から決まっていたことなんだけど、認識して

いなければ、それは知らなかったという話なので、そういったことが起きている。それ

が周知が足りないということなんじゃないかと思っているので、何件が足りないとか、

しなかったという話ではなくて、それは多分、市民全体に対して言える話なんじゃない

かなと認識しております。 

渋谷委員 ： 実際問題が起こるであろう、知らなかったと言うだろう土地所有者なりの件数という

のは把握はしていないということですかね。 

事務局  ： そうですね。そういったことは特に行ってはいないです。 

渋谷委員 ： 分かりました。 

大川委員 ： そもそも問題があるかどうかの認識がある人が、あったら行くわけで、まずない。沿

道の話で言えば、高い建物が具体化したので、初めて問題を意識して問題化したのであ

って、実は３０年くらい前に容積率が上がった時点で、日影規制が取れた段階で、専門

家から言えば予想されることなんですけれど、それは、一般の方は予想はできないわけ

ですよね。ですから、こういう問題が出ますよという言い方はあれですけど、こういう

可能性がありますよというのをガイドラインとか、ビジュアル化して事前にお知らせし

ないといけないんじゃないかというのが前回のところでもどなたかおっしゃっていると

思うんですけれど、そういうことかなと思います。 

事務局  ： 多分、自分が住んでいるところの都市計画が変わりますとかとなったら、皆さん、意

識してくれると思うんですけど、自分が住んでいるところじゃなくて、実はその隣のと

ころが変わる。例えば近商のところが変わりますといって、そこに住んでいる方が隣の

近商が変わりますとかとなると、自分のところには直接関係ないよねという認識を持っ

てしまうことがあって、でもそれが自分のところにも実は影響を及ぼすということの想

像は、一般の方はつきにくいところはあるんじゃないかと認識しております。 

田邉会長代理 ： そのほかいかがでしょうか。ちょっと議論の途中からになりますので難しい部分

はあると思いますけれども、新任の佐伯委員、小澤委員あたりから、市民感覚としての



 -11- 

御意見でもよろしいですけど、少しむちゃぶりかもしれないですけど、何かありました

ら、ぜひ。 

佐伯委員 ： よろしいですか。私は今日初めてですし、この関係についてまちづくり審議会がどの

位置にあるのかも全然分からないし、今日は少し聞いているだけかなと思うんですけど、

聞いていてもさっぱり分からないので、慣れるまで少し大変なのかなと思っています。 

田邉会長代理 ： はい。いかがでしょうか。 

小澤委員 ： 私も国立に住み始めてまだ２年弱ですし、ただの市民なんですね。なので、すごく難

しくて、これを読んで理解するのが精いっぱいで。 

田邉会長代理 ： 大きくは建物の高さに関する問題でして、従来、国立市というのは一定の高さの

まちなみというのが形成されていて、それが国立らしさでもあったわけですけれども、

それはどちらかというと市民の良識の範囲で守られてきていると。都市計画の制度上は、

より高いものが建ってしまう地域というのが特に沿道沿いにたくさんあって、ある日突

然、沿道に高い建物が建つと。そのすぐ裏手に住んでいる方にとっては寝耳に水の状態

でそういうものができるものですから、その計画が具体化する中で、地域の中で大きな

騒動になってしまうというようなケースが散見されていました。 

 特に今回、大学通り、旭通り、富士見通り、この３つの通りについて、そういうケー

スが審議会の中でも出てきましたので、審議会の役割として、それを何とかしなければ

いけないと、どういうことを考えていけばいいのか。今の都市計画に何か足りないのか

ということを議論するという流れになっています。 

大川委員 ： どうして移ってきたと言ったらあれですけれど。 

小澤委員 ： 学生時代に国立で過ごしまして、すごく魅力的なまちだなというのを感じていて、こ

んなところで子供の頃から育ったら、私ももうちょっと豊かな人間になれるんじゃない

かというのがありまして、タイミングが合って引っ越してきたという状況です。 

大川委員 ： 国立の抱いているイメージというのは、イメージ、あるいはまちなみというのは、ど

んなイメージを抱いていらっしゃる。 

小澤委員 ： 文教地区で、住民の意識が高くて、実際自分が住んでいる地域を歩いてみても常に美

しいんですね。手入れが行き届いているから、それは市民の方だと思って。最近、空き

地になる、代替わりでというところがかなり目立ってきて、区画が大きいもので、ここ

に戸建てが何軒か建てばいいんですけど、大きいものが建ってしまったら、それこそ全

然雰囲気が変わってしまうだろうなというのをやはり感じます、住んでいて。 

大川委員 ： これ沿道の話なんですけれど、今、そんなに高い建物はない、富士見通りとか旭通り

とかありますよね。なんですけれど、一部で大きなマンションが建ったりなんかありま

す。今言っていた近隣商業地域で容積率が４００％のところは高い建物を建てようと思

えば建てられる。ですから、国立じゃなくて、例えば都内の中で沿道のところで壁のよ

うに建っている沿道がありますよね。ああいったのが国立のイメージなのか、それとも

違うのかという。移ってきた方が、そういったときに、ここで言っている中で、国立の

イメージというのはどうなんだというコンセンサスをガイドラインなりなんなりで提示

するということが大切じゃないかなと言われていますよね。そうすると、やっぱり移っ

てきた方とか、抱いてきたイメージというのはどんなものなのかというのを拾い上げる
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というのも大切なんじゃないかなと思ったので、すみません、余計なことを言ったかも

しれないですけど。 

田邉会長代理 ： いえいえ、ありがとうございます。 

大木委員  ： 今、お話し伺いながら思っていたんですけど、そうすると、当日資料の①②③、た

たき台として御提示いただいているところの中で、③の市民からどうやって広く意見を

聞いていくかというところは、前回もそういう話が出ていましたけど、すごい大事かな

という気がしてきてて、通常ガイドラインって誘導するじゃないですか。望ましいまち

なみ、みんなでこういうふうな姿を、将来像を目指していきましょうという、ある種、

楽観的なシナリオみたいなところがあると思うんですね。そうすると、それだけ見ると、

こうなったらいいなで終わると思うんです、普通は。でもそうじゃなくて、そういうシ

ナリオがある一方で、もしかしたら何もしないとこうなっちゃいますよというちょっと

悲観的なシナリオみたいなものがあったとすると、それでも例えば高いマンションが建

てば人口が増えるし、それでもいいんじゃないかという人もいるのかもしれないし、い

ろいろな意見があるんだと思うんです。そういうので目標像、１つのゴールだけ見せる

んじゃなくて、いろいろな選択肢の中で、国立市民として何を選択していくかみたいな

ところを議論するときの材料の提示の仕方というのは結構大事なのかなと思いました。 

大川委員 ： 前回の委員会で、シミュレーションでこんなものを絵として出して、意見を募ったら

どうかという意見がありましたけれど、確かにビジュアルで見ないと分からないという

ところがあると思いますので、それは意見を伺うときには大切かなと思いますね。です

から、定性的な部分をいかに文章化したり、あるいはガイドライン化するというのが、

そこが一番難しいところかなと思いますので、その拾い上げをどうやってやるかという

ことですね。 

田邉会長代理 ： その辺りは、例えばガイドラインの策定プロセスの中で、例えば市民の意見聴取

をするとか、そういった機会というのはあるのでしょうか。 

事務局  ： 形はまだ決まっていないんですけど、今回、市が確かに作るものではあるんですけど、

何らか意見の機会は設けたいと考えております。 

田邉会長代理 ： 恐らく、今この審議会の議論の中でもそのようだったと思いますけれども、市民

の方は初めて御覧になるようなものなので、いわゆる従来のパブリックコメントみたい

な形で、ほぼまとまり切ったものについて意見を求めるということだと、恐らく意見が

集まりにくいのかなということがちょっと想定されます。前回もビジュアルにというこ

とがあって、それは市とも少しお話しさせていただきましたけれども、市の立場があっ

て、容積のシミュレーションみたいなものというのは、なかなか市の立場では出しにく

いということはちょっと確認をさせていただきました。 

 例えば、鎌倉市のような都市ですと、景観行政団体になっていて、景観整備機構とい

う地域の建築士の集まりなんですけれども、ひと・まち・鎌倉ネットワークという専門

家の集団があって、そこが市から景観整備機構ということで委託を受けて、例えば地域

の中に立つマンションのレビューをやったりとか、そういうことをやったりしているん

ですけれども、市ができることと、そういう第三者的な機関ができることというのは少

し分けて考えなければいけなくて、具体的なシミュレーションのようなものというのは、
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やはり市の立場ではちょっと出しにくいのかなというのが、前回ちょっと議論後に調整

させていただいた結果ではあるんですよね。 

田中委員 ： 初参加の方もいらっしゃるので、市民感覚とか、いろいろな感覚の中で、僕自身もそ

の土地の所有者ではないので、高い建物は建ってもらいたくないと思っています。ただ、

もし自分が高い建物を建てられるような土地を持っていたとすると、例えばそれが１０

億円でもしかしたら売れるものが、僕らが行政として規制を立てることで２億円でしか

売れなくなる。８億円損をするということが、そこの土地の所有者に対して財産権を侵

害していくようなこともあるので、民主主義をしてしまうと、そういう該当の土地を持

っている人が非常に少ないので、そんなのは駄目だという話になってしまいがちなんだ

けれども、じゃあそれを逆に丁寧に説明しながら、財産が目減りをするような僕らが法

律、網をかけていくわけですから、それに対してメリットを出してあげないと、なかな

か難しい問題でもあると。 

 だから一概に何がいい、何が悪いということで、やはり大きくするときにすごくメリ

ットを与えてしまった。これは失策だったのではないかと思う。全国一律でこういった

ことをやられていったと過去は思いますので、私自身も商工会というところの立場から

出ていると、やっぱり商店街の土地を持っている方々、商工会の方々が多くて、最終的

に今持っている財産が、融資を受けるに当たってとか、そういうもので持っている場合

もありますので、丁寧にやっていく必要があるかなと。余裕がある人だけだったら全然

いいんだけれども、余裕がない方々に対しては、それをかけることによって破産をして

しまう方もいらっしゃる可能性がゼロではないということで、議論を丁寧に進めていか

なきゃいけないのかなとは思っています。個人的には全然賛成なんですけれど。 

大木委員 ： 基本的には財産権に影響を及ぼすようなところはできないと思います。そこはできな

いと思うので、そうじゃなくて公共の利益になるような範囲内で、みんなでやっていき

ましょうというところにしかならないと思うんですよね。それに踏み込もうとすれば、

都市計画というか、地区計画というか、そういうのでいわゆる網かけをするというとこ

ろはあると思うんですけど、それはかなりハードルが高いと思うんですよね。 

田中委員 ： 知られてしまえば知られてしまうほど、うちここ建つんだみたいな、持っているほう

もさっきのビジュアルで、うちのもこんな、すごい億万長者になれるじゃんみたいな、

知らなかったのに思ってしまうということも、もしかしたら可能性としてはあるので。 

大木委員 ： そういう意味で、まず、知ることはすごく大事だと思うんですね。 

渋谷委員 ： 意見ですけど、当日配布資料１の４ページの上のほうはすごく賛成なんですけど、商

店会やっている人間としては、２行目ですか、低層部に店舗を誘導するような仕組みが

あってもよいのではないか。本当にこれ実感していまして、商店会があって、住居マン

ションがあって、その先にまた商店会があるんですけど、そこで皆さん、Ｕターンして

帰ってきちゃうんですね。住居系のマンションが商店会の連なりをせき止めてしまって

いるという感覚があるので、ここの１行、２行はすごく賛成であって、よいのではない

かという表現ではなくて、ぜひ仕組みですかね、仕組みづくり、店舗を途切れさせない、

商店街を途切れさせないような仕組みをぜひつくってほしいというのを、少し強い言い

方にしておいてもらいたいと思います。これ意見です。 
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大川委員 ： その辺というのは、都市計画のほうでうたっているんですよね。資料に書いてありま

すけれど、参考資料１の２枚目の富士見通りの右の下のほうに、それぞれの沿道のまち

づくりの施策についてというところで謳っていて、富士見通りの沿道では、沿道の商店

街のまちなみのスカイラインや建築物の壁面線の位置、形態意匠、色彩を協調し景観の

連続性を確保するとともに云々とあって、低層部に店舗が並ぶ、歩いて楽しめるにぎわ

いのある景観づくりを進めますとありますよね。これが守られていないですね。これは

まちづくりの誘導の施策なので強制ではないと思いますけれど。 

田邉会長代理 ： 考え方はあるけれども、それが制度になっていないということですね。例えば私

の事務所のあるエリアだと、１階は非住宅用途でないといけないという地区計画があっ

て、事務所でも駄目で、例えばカフェのようなものが入るとか、店舗か、あるいは非事

務所、非住宅用途でないといけないという地区計画があるので、おのずとそのようなま

ちなみができてきますけれども、多分、国立の中では容積を消化しようとすると細く高

く建てるので、どうしてもまちなみの壁面がそろっている連続性というのが途切れてし

まうという課題が生じているというのが今の実情だと思います。なので、それはガイド

ラインのような緩やかな部分で誘導するところと、やはり制度としてしっかりとつくっ

ていかなければいけないところとあって、先ほどの都市計画の議論と似たようなところ

がありますけれども、そこは制度としてきちんとやっていくには、それなりの力量が必

要になると考えられるというところだと思います。 

 今、議論２の答申の案のほうに少し意見が踏み込んできましたので、後で言い足りな

い部分については補足していただきますとして、こちらの資料、当日配布資料１、沿道

のまちづくりのあり方について（まとめ）という部分でお気づきの点、これについては、

大きくは構成と追加の意見、修正の意見というようなところを見ていただければと思い

ます。重ねて申し上げますけれども、今回のまとめについては、これまでの意見集約に

ついて、都市計画の観点、景観の観点、まちづくりの観点から整理し直したというもの

になっています。 

田中委員 ： 一応、こちらの当日配布資料はメールでいただいたので、事前に一読させていただい

た中でも非常によくまとまっているのではないかと思っております。 

田邉会長代理 ： ありがとうございます。 

石川委員 ： 答申のテキストってこういう感じなんですか、一般的に。 

田邉会長代理 ： 答申文は比較的こういう内容です。ただ、このまとめ方としては断定的なもので

はなくて、市長に問いかけるというようなまとめ方、文学的なニュアンスがあるまとめ

方かなと私のほうでは理解しました。 

石川委員 ： これがそういう感じだなということですか。 

田邉会長代理 ： そうですね、印象としては。 

石川委員 ： 貴職は市長を指す。 

田邉会長代理 ： そうですね。はい。 

大川委員 ： その辺の表現の仕方でいうと、例えば３ページ目の上の段落の一番下で、「そこに何

か課題があるのであれば、それは都市計画的な手法を用いなければ解決できないのでは

ないか」というのを、例えば答申としては、都市計画的な手法を、都市計画的な何だ…
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…。 

田邉会長代理 ： 都市計画的手法で解決すべきであるとか、そういう書き方ですね。 

大川委員 ： まあまあそういうことですよね。都市計画のほうでやらなければ駄目だよと言っちゃ

うというのは駄目なんですか。 

田邉会長代理 ： いや、それはあくまで答申で審議会からの意見ですので、それは構わないですよ

ね。 

事務局  ： 皆さんの総意としてそういうものがあるのであれば、それはあるかもしれないです。

一応、あくまでまちづくり審議会としての意見になってくるので、何でもかんでもみん

なが合意したから入れるというわけではないかなと思っています。 

石川委員 ： いけるというのは、変えられるということですか、それとも答えに載せる。このテキ

ストに載せるという話？ 

事務局  ： そうですね。テキストに載せるという話です。結局、まちづくり審議会ってこういう

役割ですねということで設置をさせてもらっているので、そこの範囲を超えた、議論の

中でそういう話が出るのは全然いいんですけれども、それを例えばオフィシャルな形で

答申にまとめるとかというのは少し難しいかと思っています。 

石川委員 ： オフィシャルな形で答申にまとめられちゃうと何がまずいんでしたっけ。 

事務局  ： 審議会としての役割を超えちゃっているという話ですので。 

石川委員 ： そうかもしれないけど。 

事務局  ： 今回、諮問で聞いているので、市からしてみるとそこまで聞いてないよねという話が

出てきちゃうので。 

大木委員 ： つまり、組織計画を変えないと駄目だとは言えないということですか、極端なことを

言うと。 

事務局  ： そこまで言い過ぎちゃうと、都市計画について、今回意見を聞いているわけではない

というところがある。都市計画も当然あるんですけれども、都市計画の見直しとかとい

うことを議論しているわけではないので。 

田邉会長代理 ： 具体的に都市計画で何をしなさいということを言っているわけではないので、都

市計画的な手法に当審議会としては委ねたいというニュアンスであればいいということ

ですよね。 

事務局  ： そうです。はい。 

大川委員 ： ただ、これ話してきて、４００％の近隣商業地域と一種住専が隣り合っているという

ことがもともとの問題の発端ですよね。これは都市計画のなされる結果なので、いや、

これについては都市計画の変更をしなければ解決できませんよと言っちゃうのは、それ

は権限を逸脱することになるんですかね。ならないような気もするんですけど。 

石川委員 ： 権限を逸脱しているかどうかというのは、答申をもらったほうが考えればいいんじゃ

ないかという気もするんですけど、どうでしょう。 

大川委員 ： 忖度のし過ぎになって。 

石川委員 ： いや、何かどこまで考えていいのか分からないですよね。 

田邉会長代理 ： 恐らく具体的に都市計画として何をするということではなくて、都市計画的な手

法でないと解決できない問題があるという問題提起をまちづくり審議会から提起すると
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いうことになるので、特に何か越権とか所掌を超えているということではないかなとい

う気がします。 

大川委員 ： そもそもこの線引きが間違っているんじゃないのっていう意見が出ているわけですよ

ね。だから、それ見直したほうがいいんじゃないのという書き方を、解決できないので

はないかという言い方も、それは言っていると言えば言っているんですけれど、非常に

何というか。 

石川委員 ： でも、そこに課題があるのであればという言い方は何か。 

田邉会長代理 ： そこの部分は明らかなので、この部分のニュアンスというのはもう少し強く伝わ

るようにしたほうがいいのかなというのは、確かに御指摘のとおりだと思います。 

事務局  ： 基本的には、ここの部分って実を言うと、前回の御発言をある程度そのまま引用させ

てもらっています。 

大川委員 ： その辺を次回、文言の言葉の使い方も含めてやりましょうというのが最初の目的だっ

たですかね。 

田邉会長代理 ： そうですね、ただ、入れ込むことについては、今回も入れ込むことはある程度確

定していかないと、次回ぐらいには答申できるようにということを考えたいと思ってい

ますので、そういう語尾の問題だとか、語調の強さの問題というのは、恐らく調整でき

ると思いますけれども、今この部分で不足しているとか、先ほどの商業のお話のように

もう少し強調できないかというようなところがあれば意見を伺っておいて、大きな枠組

みとしては確定をしておきたいというところです。 

田中委員 ： 沿道という考えの中で、今回は大学通り、旭通り、富士見通りという３通りが出てき

ているんですけれども、今後、道路が新しく出てきているようなところで、沿道として

のこういう問題が出てきそうな地域というのはあるんですか。 

事務局  ： ちょっと問題と言っていいかどうか分からないんですけど。 

田中委員 ： 意味は容積率４００％と低層が。 

事務局  ： 容積率４００％と低層というお話でいくと、基本的には旭通り、富士見通りかなと理

解しています。ほかの地域でも近商、一低層みたいなところはあるんですけれども、容

積率が違ったりとかということで環境の違いがありますので、他の地域では出ていない

ということが１つの答えなんじゃないかなというふうには理解しています。 

田中委員 ： マンション通りになっちゃうんじゃないのみたいなのを市民の方から御意見を頂いた

ことがあったので、新しく、東京女子体育大学あたりの道ができていくというような計

画の中でそういったお話が出てきたりとかしていたので、逆にまだ道ができていない状

態で、そういった議論をやっていくというのも一つ重要なのかなと、今後の対策も含め

てというような意見です。今回触れないのであれば、触れないでも全然問題ないんです

が。 

大川委員 ： そういう意味で言うと、国立らしさというのは、さくら通りのマンションの建て替え

でも随分話をしましたけれど、さくら通りというのも一つの、大学通りと並んで特徴あ

る沿道としてあると思うんですね。そこにマンションがいっぱい建って、今も工事が始

まっていますし、これからやるところもある。それから、今おっしゃったように府中に

続いていく道もできるし、反対側も通じるというところがあって、これも一つの課題と
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言ったら大きな課題なんじゃないかなと思いますけどね。 

田邉会長代理 ： そうすると、今、特定の路線について議論していて、それを押しなべて沿道とい

うふうに表現していいかどうかというところですかね。多分、新たにできる路線とこれ

まで議論してきた路線のありようというか、というのは少し違って、同じように取り扱

えないですけれども、いずれも沿道であることは確かなので、その部分を少し整理して

何か書き分ける方策が必要なのかなと思います。 

事務局  ： であれば、そうですね。ほかの沿道のことについては、今回あまり正直議論されてい

ないというのがあるので、例えばですけど、問題提起として、その他の沿道についても

きちんと考えていかなければいけないんじゃないか的な趣旨で意見を追加するみたいな

ことはあるんじゃないかなと思っています。ほかの沿道もということで付加するという

ことですね。こうしろではなくて。 

田中委員 ： 別に載らなくてもいいとは思うんですけれども、今回はそれだということで。 

田邉会長代理 ： 視点から全く外れてしまっては困るということなので、付記していただければい

いのかなと思います。 

 ほかいかがでしょうか。あとはガイドラインの規定要件ということでガイドラインで

すけれども、今回はガイドラインの中でも、特に沿道のまちづくりに関する部分が議論

の対象になっているというところです。先ほどガイドラインの策定に当たって市民から

もできる限り意見を聞くということの意見も伺っております。 

田中委員 ： それはきっと市民からできるだけ意見を聞こうという趣旨が付け加わるという感じで

すか。 

田邉会長代理 ： 一応これは、５ページの一番最後のセンテンスにそのことが明記されていますの

で、これでいいのかどうか、もう少し踏み込むのかどうかというところですね。一通り

は入っていると。 

石川委員 ： ガイドラインの規定要件には書いてあるんですけども。 

田邉会長代理 ： ガイドラインの規定要件ではなくて、そもそも沿道のまちづくりについてという

ところですか。 

石川委員 ： この沿道のまちづくりの進め方についてというのは、沿道のまちづくりの進め方につ

いて、現状こうなっているよねという話と……。私の結構書いてあったかなというのが、

読み込むと。 

田邉会長代理 ： これまでの議論、意見については、ある程度しっかりと受け止めていただいてい

るという印象がありますけれども、いかがでしょうか。 

 今までのところで言いますと、大体４つぐらいこの答申に関して御意見を頂いている

と思います。１つ目は、商業の連続性について、少し強めの表現が必要ではないかとい

うこと。それから３ページ目の上段、まとめの部分で、そこに課題があるのであればと

いうことですけれども、都市計画的な手法に委ねないと解決できない問題があるという

ことをしっかりと明記すべきであるという意見だったと思います。それと３つ目が、そ

の他の沿道について付記をしていただいて、課題として受け止めていただきたいという

ことをお伝えしたいということ。それから、市民の意見をしっかりと聴く機会を持って

いただく。これについては、ある程度記載があるので、この内容でも私は差し支えない
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のかなと思いますけれども、ほかいかがでしょうか。 

大木委員 ： 内容に関わるところではないので、恐縮なんですけど、４ページ目の④まちづくりの

進め方についての冒頭の文章が少し気になっていて、都市計画で定められるのは主にハ

ードに対する大きな網かけであり、ソフト面は景観でカバーすることになると書かれて

いるんですけど、そうかなというのが少し気にはなって、何となく分かるは分かるんで

すけど、景観においてもハード的なところは範囲としては入っているわけです。ラップ

して重なる部分が大きいと思うんです、都市計画と景観のところで。 

 ただ、都市計画は建築行為に基づくものにひもづいていくみたいなところで、景観と

いうのはどっちかというと、何というんですかね、どう表現していいか非常に難しいん

ですけど、もう少し違う概念的なところみたいな、心象風景みたいなところにひもづい

てくるのかもしれないし、着地視点が違うだけで、どちらもハードもソフトも使うのか

なという気はしているので、これは書き方だけですけど、その辺が気になりました。 

事務局  ： 整理させていただきます。 

田邉会長代理 ： そのほかいかがでしょうか。 

石川委員 ： 今の御意見と少し重なるんですけれども、景観のよさを、③の景観についての冒頭の

文章の辺りというのは、割と普遍的にいい景観とはという話であるように読めるんです

が、ルールで縛れないこととして、ルールで縛れないというか、国立らしさみたいなも

のが都市計画的なルールではカバーできないよねという話だったような気もするんです

けど、何かそこがどういうふうに文章で書いたらいいのか、私もとっさに思いつかない

んですが、何か質の違う話ですよね。都市計画と景観の間に地域性のようなものがある

という言い方がどういうことを言っているんですかね、これは。何を述べているのか、

少し分かりにくい感じもするんだけど。 

大木委員 ： これは難しいけど、いいなと個人的には思いました。 

石川委員 ： 都市計画と景観の間には、地域性のようなものがあるって何を言っているのか。 

田邉会長代理 ： 大きな枠組みがあるにもかかわらず、景観のほうでカバーしようという努力が今

の国立らしさをつくっているというようなニュアンスですかね。違う？ 

大木委員 ： ちょっと分からない。誤解を恐れずに言うと、都市計画でいろいろなもの、最大公約

数的なところがあるじゃないですか。ばさっと入れるみたいな感じ。景観って個人の個

人解の集合体みたいなところが、何となくイメージがある。というのは、見る人によっ

て、それがいいのか悪いのかという評価が分かれるわけじゃないですか、見方によって。

なので、人によって答えが違って、じゃあ誰のための景観なのという議論があるんです

けど、それがある程度集合すると、それが地域みたいな感じになっていくのかなという

のが、何となくそういう印象を受けるんです。なので、国立市全体こうだよねというこ

とにはならないんだけど、このエリアはこうだよねというのは何となく皆さんが、そこ

に住んでいる人たちが何となく合意できるのは、個人解が集まって、何となく同じ答え

を持っているというところが地域性なのかなというふうなことで解釈しようとすると、

景観と都市計画の間に地域があるという言葉って結構何となく分かりやすいかなと個人

的には思っていました。 

石川委員 ： 分かんない。 
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大木委員 ： 合っているかどうか分からない。 

田邉会長代理 ： かなり文学的な表現ですよね。 

大木委員 ： 私だけかもしれない。 

渋谷委員  ： 地域の特性みたいな感じなんですかね。 

田邉会長代理 ： そうでしょうね。 

渋谷委員 ： 地域性というか特性。 

田邉会長代理 ： 割り算的に考えるか、小さなものの集合体というか、足し算的に考えるというと

ころなんですかね。 

 石川委員の御指摘というのは、文言の整理的な問題なのか、何か言い足りないものと

か、言い得てないものなのか。 

石川委員 ： 自分が根本的に理解していない疑惑があるので、何かここをどうしたらいいんじゃな

いのという意見を言いにくいんですけれども、要するに景観のよさというものが普遍的

なものとして、いい景観というのはこういうふうにしないとねみたいな話があると。あ

るルールの結果できたまちの現れとして景観があるわけですよね。そのよさというの

が、１つはいい悪いみたいな、いい景観とアウトな景観みたいなものがあるという話と、

それから国立らしいというのが少し違うよねということなんですね。 

田邉会長代理 ： そうですね。ここで言おうとしているのは。 

石川委員 ： それが何かごっちゃになっているというか、いつの間にかするっと言い換えられてい

るような感じがしたので、じゃあ国立らしい景観ってどういうものをどうすることによ

って生まれるという話をこの審議会としてはしようとしているのかなというのを読もう

としたときに、都市計画と景観の間に地域性のようなものがあるみたいな、何か謎のよ

うな文章が出てきて、それで言い当てられているのかなみたいな、ちょっと分かんない

ということ。 

田邉会長代理 ： ある意味すごく抽象的なところでもあるので、この辺りについては文言を少し具

体的に解釈のぶれがないような形で整理をしていただくことはできますかね。 

事務局  ： 検討します。 

田邉会長代理 ： お願いします。 

石川委員 ： 確認しているようなことだと思うんです。何か新しいことを言っているわけじゃない

ので。だから、都市計画はこういうものを決めることであり、景観計画はこういうもの

を決めることであるとされているが、地域性というのは、そのどちらにもかかっている

とか、あるいはこれらの関係として考えられているみたいな、何か軽い確認というか、

みたいな書き方にしてあるほうが分かりやすいのかなとか少し思いましたけど。けど、

俺が全然分かってないのかもしれない。まあいいです。 

田邉会長代理 ： でも、おっしゃりたいニュアンスは皆さん理解できたと思います。 

石川委員 ： そうですか。 

田邉会長代理 ： そのほかいかがでしょうか。よろしければ、一旦ここで休憩を挟んで、事務局と

私のほうで、ある程度整理はしましたけれども、もう一度確認をして取りまとめをさせ

ていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 
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田邉会長代理 ： ちょっと暫時休憩ということで１０分ぐらい、５０分再開ということでお願いい

たします。 

（ 休  憩 ） 

田邉会長代理 ： それでは、再開をさせていただきます。 

 ただいま議論いただきまして、事務局とともに基本的な修正、追加等の方向を検討い

たしました。議論の中でも一旦まとめましたけれども、一つ一つ確認をしてまいります。 

 まず１つ目は、４ページの最上段の部分になりますが、低層部に店舗を誘導するよう

な仕組みがあると、商業の絶え間のないまちなみをつくるということについて、もう少

し強めの言及をしてほしいということ。 

 それから３ページの部分ですけれども、３ページの中段になりますが、「そこに何か

課題があるのであれば、それは都市計画的な手法を用いなければ解決できないのではな

いか」ということについて、もう少ししっかりと都市計画に委任するようなニュアンス

のまとめ方にしてほしいということ。 

 それから５ページについてですけれども、５ページのガイドラインとの間の部分にな

ると思いますけれども、この答申自体が沿道のまちづくりということでまとめてはいま

すけれども、沿道というのは、必ずしもここでいう３つの沿道、大学通り、旭通り、富

士見通りだけではないので、その他の部分について必要であるという付記をしていただ

くということ。 

 それから４つ目として、市民の意見を聞いて進めていただきたいということですけれ

ども、これについては、この文言の中には一旦整理はしてあるというような状況です。 

 それから５番目について、これは文言になりますけれども、④の一番冒頭の部分、都

市計画はハードであり、景観はソフトであるというところが、必ずしもそういう役割分

担になっていなくて、お互いにラップしているところがあるだろうということで、この

部分については、ちょっと書き方を整理していただくということになりました。 

 ６つ目ですけれども、これは３ページになりますけれども、何がいい景観なのかとい

うような流れの中で、都市計画と景観の間に地域性があるという、文学的ではあります

けど、やや抽象的な部分もあるので、これについて何を言わんとしているのかというこ

とがもう少し具体的に分かるようにまとめていただくということ。大きくはこの６つの

点について修正をして、今は答申のたたき台ですけれども、答申案を作って、次回、そ

の内容を固めていきたいと考えております。 

 そういうことですので、一旦、今回の議題１については、これでまとめさせていただ

くことでよろしいですか。 

併せて、最初に個別の意見について修正点を確認させていただきましたけれども、そ

の前提として、この答申の構成についてはこのままで、特に異論はなかったということ

で確認を改めてさせていただきます。 

石川委員 ： 何番目だったか忘れましたけど、景観というものの扱いというか、５の扱い、言葉の

都市計画と景観の間において、この辺りの話はガイドラインの規定要件の①につながっ

ていくことが分かるといいと思います。 

田邉会長代理 ： それについても、その観点で書いていただくということにお願いしたいと思いま
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す。そういうことでよろしければ、この形で一旦まとめさせていただきます。 

 事務局にお願いがありますけれども、今回はたたき台ということでしたので、当日の

配付ということになりましたけれども、次回は完成を目指すということで、今回細かい

文言についても意見が出てまいりましたので、一つ一つ大変重要になるということを認

識いたしました。遅くとも開催通知と同時に頂きたいというふうに、できるだけ早めに

確認できるようにさせていただきたいというふうにお願いしたいと思います。大丈夫で

しょうか。 

事務局  ： はい。大丈夫です。 

田邉会長代理 ： よろしくお願いします。 

 それでは、議題１、諮問、沿道のまちづくりについてを終わります。 

 続きまして、議題２、その他についてになります。事務局から何かございますでしょ

うか。 

事務局  ： 事務局から１点ございます。当日配布資料２を御覧ください。冒頭にも御紹介させて

いただきましたけれども、委員の構成に変化がございましたので、新しい委員名簿をつ

けさせていただいておりますので、確認のほうをよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

田邉会長代理 ： ありがとうございました。この件について、皆様から何か特にありませんでしょ

うかね。特にその他について何かありますでしょうか。よろしいですかね。ということ

ですので、特にないようです。事務局のほうもよろしいでしょうか。 

事務局  ： はい。大丈夫です。 

田邉会長代理 ： それでは、全て終了いたしましたので、これをもちまして閉会とさせていただき

ます。本日は御苦労さまでした。 

 

 （午後８時００分）以上 

 


